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KSK 湘南ふくしネットワーク
オンブズマン(新聞) 広報6２号

͍ئॿձһ　ೖձの͓ࢍ
私たちは、ȎーマȩイǼーǷȧン社会の実現を目ਦし、権利擁護活動を行っています。

ឃя会員としてご入会いただき、私たちの活動をご支援くださいますようおᫍいဎし上げます。

	 ŧឃя会員	 ・̾人　　年᫇　一口　　１�ᲪᲪᲪό	
一口以上 �

	　　　　　	 	 ・法人　　年᫇　一口　　5�ᲪᲪᲪό	
一口以上 �

	 ŧご入会の方法 :　ᣁ̝為ஆ୿により下ᚡ口ࡈへ会費をお振込みください

	 	 	 ᣁ̝振ஆ口ࡈ番ӭ :	 00�10-�-�54��

	 	 	 口ࡈ名፯人 :	 021 法人　S ネットオンブズマン

今後のエンパワ・サロン開催予定
3月ᲬᲪ日（ם・ᅔ）	 １４ᲴᲭᲪ᳸１ᲰᲴᲪᲪ

4月１Ჱ日（ם）	 	 １４ᲴᲭᲪ᳸１ᲰᲴᲪᲪ

（コȭȊ感௨状況によりࡨ期となる可能性があります。）

参ь費Ჴ１ᲪᲪό

「お友達」、そして「居場所」の大切さ
お友達プロジェクト、エンパワ・サロンのご報告

不要不急の外出、ǽーǷȣȫディスタンス、ɤ݅をᢤけ、マスク必᪰で会話はჺ時間で切り上げるä。

ମ年� 月からこの׎をᙴったɭမ的パンデȟックは、障がいのある人や高齢者の暮らしを大きく変҄さ

せました。感௨を᧸ぐため、オンȩインをᬝ使したૼしい生活スタイȫが定ბし、思ってもみなかったႆ

見がある一方で、人とのƾれあいなしでは成り立たない社会活動がْߐのү機にືしています。

多くの市民活動や૨҄活動が中止やࡨ期にᡙい込まれ、その中には障がいのある人に必要な˷ୗや、

高齢者がフȬイȫ状態にᨋらないための交්も含まれています。こうした活動は決して「不要不急」では

なく、障がいのある人や高齢者の健全な生活に欠かすことのできない「必要不可欠」だという想いがあり

ます。

当法人では、感௨対ሊを࣋ࡁし、Ⴤからのۀᚠ事ಅ「඾ʁʟやまǏりט利用者とのおӐ達プȭジェクト（通

ᆅ）」や、このע؏には数少ない障がい者の居場所「エンパワ・ǵȭン」を開͵しています。

「おӐ達プȭジェクト」では、今年度11名の学生と� 名の利用者さんとの間で、のべ 40 回以上にわ

たる手ኡやȓデオ電話による交්を行い、利用者とのおӐ達関係がしっかりとఌ付きつつあります。「エ

ンパワǵȭン」の1� 月のクリスマス会には、障がいのある方 �名のご参ьがあり、S ネットスタッフと

一ደに、ǲームやട談をಏしみ、ಏ֥生๫ڌを聴きながら、手˺りのケーǭをいただきました。

彼らのᇰ᫊がこの活動を支えています。このコȭȊᅤの中でも、支援の必要な人たちの生活が生き生

きと᠗き続けること、それも当法人の大切な権利擁護活動だと感じているところです。

特定᩼փ利活動法人ะҤƾくしネットワー

クオンブズマン（以下「S	ネット」）では、1�

月 5日（ם）に法人後見担当者᫱成ᄂ̲　᳸

来たれᲛ	熱いハートと᠉いフットワークの方

᳸　をᒗȶ߃市民૨҄会᫾にて開͵いたしま

した。݅をᢤけてុᩉが保てるよう大きな会

議ܴを用意しました。

まず前Ҟのᜒ๫では、法人後見担当理事の

ᕲ本直ʍさんから「᳍ネットの法人後見活動」について、᳍ネットが法人後見活動を開始した経ዾなどの

話がありました。

ഏに、成年後見支援センターのセンター長	ɤ᜿୓ႊ合さんより「᳍ネットの活動から考え実践する権

利擁護」と題し、成年後見支援センターでの相談やご自身が担当してきた法人後見活動から考え実践し

ている権利擁護についての話がありました。

Ҝ後からは、理事長の相߷ᘽ弁護ٟから「弁護ٟが語る成年後見制度のƀǬッȆンᲛƁ」

ということで、᳍ネットが行っている「被後見人等の意思をΪ分に聴きӕって身上保護に

重点を置いた後見活動」について説明があり、現行の成年後見制度であっても、障害者

権利வኖが৤ϱされたのだから、後見人はவኖに合わせて、本人の権利・意思をݭ重し

た後見活動をしなければいけない、というお話があり、ǬッȆンᲛኛࢽしました。

そして後ҞのǷンȝジǦムでは、相߷さんのコーディネートのもと法人後見担当の二人のǷンȝジスト

（ɤ᜿୓ႊ合さん、高߃፯ᘽさん）からは現状の活動の課題やपみ等、活動についてのហᙉ々な話があり、

もう一人のǷンȝジスト᳍ネット理事の高೛健一さんからは、ご自身の高齢者施設でのご経験と、前者二

人の話を受けて「本人の権利・意思をݭ重するᩊしさ」をお話しいただきました。

まとめとして、参ь者全員がᲯつのǰȫープに分かれて、ȆーブȫディスǫッǷȧンを行いました。熱

心な話し声やᇰい声がᎥこえました。

最後のਮਠではᕲ本直ʍさんから、当日集まっていただいたႏ様に、こうした私たちの活動に「どうƧ

ご参ьくださいᲛ」とԠびかけました。

コȭȊ対ሊの੭気の為、ᆸとドアが開け્たれ外気が්れ込み部屋は冷えておりましたが、ႇّ者の

方々の熱い語りと聴ᘌの熱意にଡ଼められたᄂ̲会となりました。

（૨ᝧᲴ理事　ᕲ本　直ʍ）

特定非営利活動法人 湘南ふくしネットワークオンブズマン 主催

「法人後見担当者養成研修」報告
～来たれ！　熱い ハート と 軽い フットワークの方～

๬のํ：̌̌̕ʵ̔̐̓رՃ͝ࢀ͝ ̔ʵ̍ ̎̑̕  ্ਿ·Ͱ͝࿈བྷͩ͘さ͍ɻ
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　不要不急の外出、ソーシャルディスタンス、三密を避け、マスク必須で会話は短時間で切り上げる…。
昨年2月からこの国を覆った世界的パンデミックは、障がいのある人や高齢者の暮らしを大きく変化
させました。感染を防ぐため、オンラインを駆使した新しい生活スタイルが定着し、思ってもみなかっ
た発見がある一方で、人とのふれあいなしでは成り立たない社会活動が崩壊の危機に瀕しています。

　多くの市民活動や文化活動が中止や延期に追い込まれ、その中には障がいのある人に必要な余暇や、
高齢者がフレイル状態に陥らないための交流も含まれています。こうした活動は決して「不要不急」で
はなく、障がいのある人や高齢者の健全な生活に欠かすことのできない「必要不可欠」だという想いが
あります。

　当法人では、感染対策を徹底し、県からの委託事業「津久井やまゆり園利用者とのお友達プロジェク
ト（通称）」や、この地域には数少ない障がい者の居場所「エンパワ・サロン」を開催しています。

　「お友達プロジェクト」では、今年度11名の学生と8名の利用者さんとの間で、のべ40回以上に
わたる手紙やビデオ電話による交流を行い、利用者とのお友達関係がしっかりと根付きつつあります。
「エンパワサロン」の12月のクリスマス会には、障がいのある方7名のご参加があり、Sネットスタッ
フと一緒に、ゲームや歓談を楽しみ、楽器生演奏を聴きながら、手作りのケーキをいただきました。

　彼らの笑顔がこの活動を支えています。このコロナ禍の中でも、支援の必要な人たちの生活が生き生
きと輝き続けること、それも当法人の大切な権利擁護活動だと感じているところです。
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S ネット
ホームページ

『S ネットの法人後見活動』　藤本直也さん　

　S ネットのスタンスは「本人の立場に立ちきる」という事

ですので、担当者も本人の内なる声を代弁、または支援する

ことを基本的な姿勢としております。担当者は複数名で月１回

定期訪問の他、状況に応じての訪問や関係者会議、通院同行、法律行為と事務

行為などしています。

月1回担当者会議を開き、その活動について課題を話し合い、情報を共有し、

その上で S ネットが全員集まる権利擁護会議や年 4 回の理事会で状況を報告しています。その為、法

人後見担当者だけではなくS ネット全体で情報を共有し色々な視点から意見を出し合って様々な決定を

する事ができます。

活動の中で大切にしているのは本人の WISH（想い）を実現できるように自己決定の支援をするため

に、本人の話をとことん聴こうとし、探り出していくことが特徴としてあげられます。活動の特色として

は、権利擁護の視点を持ったハートとフットワークのある市民が担当すること、法律、福祉、精神保健

などの専門の知識を持つスタッフによるバックアップ体制が挙げられると思います。

実際の財産管理については複数の担当者でチェックをし、身上保護を重視し、その人に

必要な支援をどん欲に探し、その費用を惜しまないようにしていることが特色かと思います。

その人らしい生活を少しでも続けられるような財産の使い方を考えて工夫しているという事が

挙げられます。

資料はホームページhttp://www.npo-snet.com	に掲載しておりますのでご参照ください。

『S ネットの活動から考え実践する権利擁護』　三谷智百合さん　
私は、オンブズマンを経験し、法人後見の担当者として、S ネットが今まで受

任してきた被後見人等 5 名のうち４名の方の担当を経験しています。

成年後見支援センターでは、成年後見制度の説明や制度利用についての相談支

援をしていますが、制度ありきではなく、一番大事なのはその人がどの様な問題

を抱えているか、その問題をどう解決していくかが大事な視点だと思います。多

様な問題を抱えた方の相談は、関係機関への連絡調整による連携を行い、多様な問題の解決のための

相談支援を行っています。センターを使って本人、後見人を含めたその人に関係する人々に集まってもらっ

て、その人の支援をどうしていくのかケース会議も開いています。

S ネットの法人後見のメリットは何かと考えてみました。担当者が複数いる事。本人との相性というこ

ともあり、交代することもできます。また大変な時は S ネット全体で問題に立ち向かっていくという場

合も有ります。色々な専門職の方からはアドバイスを受け、近くに住んでいる担当者以外のメンバーには、

急に何かあった時に本人の自宅に行ってもらったこともありました。そういった意味で、チームで動く態

勢と言うのは大きいと思います。

また、一人でやっていると、何か起きた時にその中に巻き込まれてしまうという事もあります。その時、

他の目があることが大事だと感じています。客観的な目で自分の行動を振り返らせてくれて相談できる

場、考える場があることで、一歩下がって冷静に見れる、判断ができます。

そして、本人の権利を侵害していないかを法人後見会議や権利擁護会議でチェックされる、また意見

やアイディアを聴く事ができる、それこそが法人後見のメリットなのだと思います。

私は何で法人後見担当を続けてきたのか考えました。やはり私自身が、その人が生きてきた人生を探っ

たりするのが好きなんですね。探すとか推理してみる。その人の人生に好奇心を持って

しまう。その人がどんな人生を送ってきたか分からないのだけれど、部屋を片付けて

出てきた物などを見てその人の人生を推理する、この人はこんな人生を歩みたかった

のではないかという事を考えて、その人の想いを実現しようと、そこに面白味を感じて

いくから続けられたのだと思います。そして、一人で抱え込むことなく法人のみんなで

考えながら活動できる法人後見だからなのではないかと思います。

『弁護士が語る成年後見制度の「ガッテン」』相川裕さん
今日のこれまでのお話の中で大事なことを確認すると、一つめに「本人中心の

ネットワークチーム」というのがありました。後見人は、当事者を支える仕組み・

支援の輪の中の一つのピースにすぎず、直接当事者を支えることもありますが、

むしろ他の支援者達と当事者との関わりを下支えし、あるいは介入してより良い

ものにしていくものです。後見人は色々な社会資源とご本人を結びつける役割を

果たすので、社会資源自体が乏しい中でやれることには限りがあります。適切な

社会資源が存在していなければ、後見人だけ居ても意味がないのです。

二つめは「意思決定支援」や「支援付き意思決定」という観点です。本人を支えるための基本的なス

タンス、考え方であり、本人を支える技法でもあると思うのですが、「代行決定」（本人の代わりに決める）

ではなく、あくまでも「本人が決めることを手伝うのだ」という観点です。その際に、後見人の相手に

対する健全な好奇心・理解したいという気持ちはとても大切だと思います。「自分の視点をその人の中に

置いて、周りを見てみる」ことが必要で「自分がその人だったらどう思うんだろう」といったことが大事

になるのだと思います。成年後見制度にはうまく活用することで「支援付き意思決定」の実践を展開で

きる可能性もありますが、しかし、当事者の WISHを顧みない「代行決定」となってしまうリスクもあ

ることを常に心に留めておく必要があります。

一人ひとりの当事者の生活に関わる中で、彼らが自らの WISHを思い出し（あるいはそれに気づき）、

それを語り、実践しようとするところに寄添い、彼らの横に立って共に歩むことができたらと思います。

『シンポジウム』三谷智百合さん、高崎義裕さん、高橋健一さん、（コーディネーター相川裕さん）
三谷さん： S ネットに入り会議に出席し担当した被後見人の方についての報告相談をした時に、様々な意見が出

て、何故こんなにまで一人の人の事をいろいろ話し合って、こうした方が良いのではないかと議論する

S ネットのメンバーの人の勢いに正直びっくりしたのを覚えています。

	 103 歳でお亡くなりになった方には、オンブズマンから始まり任意後見監督人を経て法定後見人に

なり長くお付き合いをさせて頂き、最期はその方らしい趣味や好みを大事にしたお見送りをしたいと

法人全体で話合い、家庭裁判所にも認めて頂き、私たちもその方にとっても良かったと思える、自己

満足ではないですが、最期のお見送りができたのではないかと思います。

高崎さん： 現在、身体障がいと知的障がいがある粋の良いやんちゃな方の後見担当をしています。時々、人とし

て間違ったことをしていると思う時に「違う」と伝えて口喧嘩になり、そのまま分かれたりしていますが、

最近「ごめんなさい」と後から電話がかかってくる事が出てきてホッとしています。

	 「意思決定支援」について、本人が「やりたい」「欲しい」と色々なことを言って来るのですが、それ

を全部認めたり、やってあげるのは間違いではないかと思っています。意思決定する過程で「こんな

風にすることが自分にとって良い正しい事なんだ」と思わせるような支援をしたいと思っています。

高橋さん： 長く高齢者施設で働いてきました。30 年前ぼくの務めていた施設は熱心な医療職が全てを管理して

いて、食べ物タバコ嗜好品の持ち込み等が一切禁止でした。施設は治療や教育の場ではなく生活の場

なのに間違ってると抵抗しました。しかし S ネットに出会って、医療職も私も「利用者の為」と思って

対立していたことに気づいたんです。人には権利があり「自分の暮らし、人生は自分で決める」という「自

己決定権」があるんだ。そこが原点です。オンブズマンなど市民感覚でその人の想いを施設側に繋ぐ

仕組みが不可欠だと。長い施設生活で人生を諦めちゃっている人に「本当は自分にはやりたいことが

有るんだ」ということを思い出させてくれるエンパワメント。それ

は施設の中に居る人たちだけでは無理なんだという事を学びました。

生活の継続性のために本人の意思に反して必要な支援をする時でも、

支援者は「本人の自己決定権を侵害している」という自覚を持つ必

要があると思うんです。	

発行�ਆಸ઒ݝোऀ֐ఆץظ行物ڠձ ˟222�0035 ԣ඿ߓࢢ๺۠ӊࢁொ1752 ԣ඿ϥϙーϧ3֊ ԣ඿ंࢢҜࢠのձ಺ (2)

KSK 湘南ふくしネットワークオンブズマン ( 新聞 )
2020 年12 月16 日発行 KSK通巻7330 号( 毎月 18 回 2・3・4・5・6・7 の付く日発行( 毎月 18 回 2・3・4・5・6・7 の付く日発行 ))昭和 51 年 12 月 22 日第三種郵便物認可



S ネット
ホームページ

『S ネットの法人後見活動』　藤本直也さん　

　S ネットのスタンスは「本人の立場に立ちきる」という事

ですので、担当者も本人の内なる声を代弁、または支援する

ことを基本的な姿勢としております。担当者は複数名で月１回

定期訪問の他、状況に応じての訪問や関係者会議、通院同行、法律行為と事務

行為などしています。

月1回担当者会議を開き、その活動について課題を話し合い、情報を共有し、

その上で S ネットが全員集まる権利擁護会議や年 4 回の理事会で状況を報告しています。その為、法

人後見担当者だけではなくS ネット全体で情報を共有し色々な視点から意見を出し合って様々な決定を

する事ができます。

活動の中で大切にしているのは本人の WISH（想い）を実現できるように自己決定の支援をするため

に、本人の話をとことん聴こうとし、探り出していくことが特徴としてあげられます。活動の特色として

は、権利擁護の視点を持ったハートとフットワークのある市民が担当すること、法律、福祉、精神保健

などの専門の知識を持つスタッフによるバックアップ体制が挙げられると思います。

実際の財産管理については複数の担当者でチェックをし、身上保護を重視し、その人に

必要な支援をどん欲に探し、その費用を惜しまないようにしていることが特色かと思います。

その人らしい生活を少しでも続けられるような財産の使い方を考えて工夫しているという事が

挙げられます。

資料はホームページhttp://www.npo-snet.com	に掲載しておりますのでご参照ください。

『S ネットの活動から考え実践する権利擁護』　三谷智百合さん　
私は、オンブズマンを経験し、法人後見の担当者として、S ネットが今まで受

任してきた被後見人等 5 名のうち４名の方の担当を経験しています。

成年後見支援センターでは、成年後見制度の説明や制度利用についての相談支

援をしていますが、制度ありきではなく、一番大事なのはその人がどの様な問題

を抱えているか、その問題をどう解決していくかが大事な視点だと思います。多

様な問題を抱えた方の相談は、関係機関への連絡調整による連携を行い、多様な問題の解決のための

相談支援を行っています。センターを使って本人、後見人を含めたその人に関係する人々に集まってもらっ

て、その人の支援をどうしていくのかケース会議も開いています。

S ネットの法人後見のメリットは何かと考えてみました。担当者が複数いる事。本人との相性というこ

ともあり、交代することもできます。また大変な時は S ネット全体で問題に立ち向かっていくという場

合も有ります。色々な専門職の方からはアドバイスを受け、近くに住んでいる担当者以外のメンバーには、

急に何かあった時に本人の自宅に行ってもらったこともありました。そういった意味で、チームで動く態

勢と言うのは大きいと思います。

また、一人でやっていると、何か起きた時にその中に巻き込まれてしまうという事もあります。その時、

他の目があることが大事だと感じています。客観的な目で自分の行動を振り返らせてくれて相談できる

場、考える場があることで、一歩下がって冷静に見れる、判断ができます。

そして、本人の権利を侵害していないかを法人後見会議や権利擁護会議でチェックされる、また意見

やアイディアを聴く事ができる、それこそが法人後見のメリットなのだと思います。

私は何で法人後見担当を続けてきたのか考えました。やはり私自身が、その人が生きてきた人生を探っ

たりするのが好きなんですね。探すとか推理してみる。その人の人生に好奇心を持って

しまう。その人がどんな人生を送ってきたか分からないのだけれど、部屋を片付けて

出てきた物などを見てその人の人生を推理する、この人はこんな人生を歩みたかった

のではないかという事を考えて、その人の想いを実現しようと、そこに面白味を感じて

いくから続けられたのだと思います。そして、一人で抱え込むことなく法人のみんなで

考えながら活動できる法人後見だからなのではないかと思います。

『弁護士が語る成年後見制度の「ガッテン」』相川裕さん
今日のこれまでのお話の中で大事なことを確認すると、一つめに「本人中心の

ネットワークチーム」というのがありました。後見人は、当事者を支える仕組み・

支援の輪の中の一つのピースにすぎず、直接当事者を支えることもありますが、

むしろ他の支援者達と当事者との関わりを下支えし、あるいは介入してより良い

ものにしていくものです。後見人は色々な社会資源とご本人を結びつける役割を

果たすので、社会資源自体が乏しい中でやれることには限りがあります。適切な

社会資源が存在していなければ、後見人だけ居ても意味がないのです。

二つめは「意思決定支援」や「支援付き意思決定」という観点です。本人を支えるための基本的なス

タンス、考え方であり、本人を支える技法でもあると思うのですが、「代行決定」（本人の代わりに決める）

ではなく、あくまでも「本人が決めることを手伝うのだ」という観点です。その際に、後見人の相手に

対する健全な好奇心・理解したいという気持ちはとても大切だと思います。「自分の視点をその人の中に

置いて、周りを見てみる」ことが必要で「自分がその人だったらどう思うんだろう」といったことが大事

になるのだと思います。成年後見制度にはうまく活用することで「支援付き意思決定」の実践を展開で

きる可能性もありますが、しかし、当事者の WISHを顧みない「代行決定」となってしまうリスクもあ

ることを常に心に留めておく必要があります。

一人ひとりの当事者の生活に関わる中で、彼らが自らの WISHを思い出し（あるいはそれに気づき）、

それを語り、実践しようとするところに寄添い、彼らの横に立って共に歩むことができたらと思います。

『シンポジウム』三谷智百合さん、高崎義裕さん、高橋健一さん、（コーディネーター相川裕さん）
三谷さん： S ネットに入り会議に出席し担当した被後見人の方についての報告相談をした時に、様々な意見が出

て、何故こんなにまで一人の人の事をいろいろ話し合って、こうした方が良いのではないかと議論する

S ネットのメンバーの人の勢いに正直びっくりしたのを覚えています。

	 103 歳でお亡くなりになった方には、オンブズマンから始まり任意後見監督人を経て法定後見人に

なり長くお付き合いをさせて頂き、最期はその方らしい趣味や好みを大事にしたお見送りをしたいと

法人全体で話合い、家庭裁判所にも認めて頂き、私たちもその方にとっても良かったと思える、自己

満足ではないですが、最期のお見送りができたのではないかと思います。

高崎さん： 現在、身体障がいと知的障がいがある粋の良いやんちゃな方の後見担当をしています。時々、人とし

て間違ったことをしていると思う時に「違う」と伝えて口喧嘩になり、そのまま分かれたりしていますが、

最近「ごめんなさい」と後から電話がかかってくる事が出てきてホッとしています。

	 「意思決定支援」について、本人が「やりたい」「欲しい」と色々なことを言って来るのですが、それ

を全部認めたり、やってあげるのは間違いではないかと思っています。意思決定する過程で「こんな

風にすることが自分にとって良い正しい事なんだ」と思わせるような支援をしたいと思っています。

高橋さん： 長く高齢者施設で働いてきました。30 年前ぼくの務めていた施設は熱心な医療職が全てを管理して

いて、食べ物タバコ嗜好品の持ち込み等が一切禁止でした。施設は治療や教育の場ではなく生活の場

なのに間違ってると抵抗しました。しかし S ネットに出会って、医療職も私も「利用者の為」と思って

対立していたことに気づいたんです。人には権利があり「自分の暮らし、人生は自分で決める」という「自

己決定権」があるんだ。そこが原点です。オンブズマンなど市民感覚でその人の想いを施設側に繋ぐ

仕組みが不可欠だと。長い施設生活で人生を諦めちゃっている人に「本当は自分にはやりたいことが

有るんだ」ということを思い出させてくれるエンパワメント。それ

は施設の中に居る人たちだけでは無理なんだという事を学びました。

生活の継続性のために本人の意思に反して必要な支援をする時でも、

支援者は「本人の自己決定権を侵害している」という自覚を持つ必

要があると思うんです。	
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KSK 湘南ふくしネットワーク
オンブズマン(新聞) 広報6２号

͍ئॿձһ　ೖձの͓ࢍ
私たちは、ȎーマȩイǼーǷȧン社会の実現を目ਦし、権利擁護活動を行っています。

ឃя会員としてご入会いただき、私たちの活動をご支援くださいますようおᫍいဎし上げます。

	 ŧឃя会員	 ・̾人　　年᫇　一口　　１�ᲪᲪᲪό	
一口以上 �

	　　　　　	 	 ・法人　　年᫇　一口　　5�ᲪᲪᲪό	
一口以上 �

	 ŧご入会の方法 :　ᣁ̝為ஆ୿により下ᚡ口ࡈへ会費をお振込みください

	 	 	 ᣁ̝振ஆ口ࡈ番ӭ :	 00�10-�-�54��

	 	 	 口ࡈ名፯人 :	 021 法人　S ネットオンブズマン

今後のエンパワ・サロン開催予定
3月ᲬᲪ日（ם・ᅔ）	 １４ᲴᲭᲪ᳸１ᲰᲴᲪᲪ

4月１Ჱ日（ם）	 	 １４ᲴᲭᲪ᳸１ᲰᲴᲪᲪ

（コȭȊ感௨状況によりࡨ期となる可能性があります。）

参ь費Ჴ１ᲪᲪό

「お友達」、そして「居場所」の大切さ
お友達プロジェクト、エンパワ・サロンのご報告

不要不急の外出、ǽーǷȣȫディスタンス、ɤ݅をᢤけ、マスク必᪰で会話はჺ時間で切り上げるä。

ମ年� 月からこの׎をᙴったɭမ的パンデȟックは、障がいのある人や高齢者の暮らしを大きく変҄さ

せました。感௨を᧸ぐため、オンȩインをᬝ使したૼしい生活スタイȫが定ბし、思ってもみなかったႆ

見がある一方で、人とのƾれあいなしでは成り立たない社会活動がْߐのү機にືしています。

多くの市民活動や૨҄活動が中止やࡨ期にᡙい込まれ、その中には障がいのある人に必要な˷ୗや、

高齢者がフȬイȫ状態にᨋらないための交්も含まれています。こうした活動は決して「不要不急」では

なく、障がいのある人や高齢者の健全な生活に欠かすことのできない「必要不可欠」だという想いがあり

ます。

当法人では、感௨対ሊを࣋ࡁし、Ⴤからのۀᚠ事ಅ「඾ʁʟやまǏりט利用者とのおӐ達プȭジェクト（通

ᆅ）」や、このע؏には数少ない障がい者の居場所「エンパワ・ǵȭン」を開͵しています。

「おӐ達プȭジェクト」では、今年度11名の学生と� 名の利用者さんとの間で、のべ 40 回以上にわ

たる手ኡやȓデオ電話による交්を行い、利用者とのおӐ達関係がしっかりとఌ付きつつあります。「エ

ンパワǵȭン」の1� 月のクリスマス会には、障がいのある方 �名のご参ьがあり、S ネットスタッフと

一ደに、ǲームやട談をಏしみ、ಏ֥生๫ڌを聴きながら、手˺りのケーǭをいただきました。

彼らのᇰ᫊がこの活動を支えています。このコȭȊᅤの中でも、支援の必要な人たちの生活が生き生

きと᠗き続けること、それも当法人の大切な権利擁護活動だと感じているところです。

特定᩼փ利活動法人ะҤƾくしネットワー

クオンブズマン（以下「S	ネット」）では、1�

月 5日（ם）に法人後見担当者᫱成ᄂ̲　᳸

来たれᲛ	熱いハートと᠉いフットワークの方

᳸　をᒗȶ߃市民૨҄会᫾にて開͵いたしま

した。݅をᢤけてុᩉが保てるよう大きな会

議ܴを用意しました。

まず前Ҟのᜒ๫では、法人後見担当理事の

ᕲ本直ʍさんから「᳍ネットの法人後見活動」について、᳍ネットが法人後見活動を開始した経ዾなどの

話がありました。

ഏに、成年後見支援センターのセンター長	ɤ᜿୓ႊ合さんより「᳍ネットの活動から考え実践する権

利擁護」と題し、成年後見支援センターでの相談やご自身が担当してきた法人後見活動から考え実践し

ている権利擁護についての話がありました。

Ҝ後からは、理事長の相߷ᘽ弁護ٟから「弁護ٟが語る成年後見制度のƀǬッȆンᲛƁ」

ということで、᳍ネットが行っている「被後見人等の意思をΪ分に聴きӕって身上保護に

重点を置いた後見活動」について説明があり、現行の成年後見制度であっても、障害者

権利வኖが৤ϱされたのだから、後見人はவኖに合わせて、本人の権利・意思をݭ重し

た後見活動をしなければいけない、というお話があり、ǬッȆンᲛኛࢽしました。

そして後ҞのǷンȝジǦムでは、相߷さんのコーディネートのもと法人後見担当の二人のǷンȝジスト

（ɤ᜿୓ႊ合さん、高߃፯ᘽさん）からは現状の活動の課題やपみ等、活動についてのហᙉ々な話があり、

もう一人のǷンȝジスト᳍ネット理事の高೛健一さんからは、ご自身の高齢者施設でのご経験と、前者二

人の話を受けて「本人の権利・意思をݭ重するᩊしさ」をお話しいただきました。

まとめとして、参ь者全員がᲯつのǰȫープに分かれて、ȆーブȫディスǫッǷȧンを行いました。熱

心な話し声やᇰい声がᎥこえました。

最後のਮਠではᕲ本直ʍさんから、当日集まっていただいたႏ様に、こうした私たちの活動に「どうƧ

ご参ьくださいᲛ」とԠびかけました。

コȭȊ対ሊの੭気の為、ᆸとドアが開け્たれ外気が්れ込み部屋は冷えておりましたが、ႇّ者の

方々の熱い語りと聴ᘌの熱意にଡ଼められたᄂ̲会となりました。

（૨ᝧᲴ理事　ᕲ本　直ʍ）

特定非営利活動法人 湘南ふくしネットワークオンブズマン 主催

「法人後見担当者養成研修」報告
～来たれ！　熱い ハート と 軽い フットワークの方～

๬のํ：̌̌̕ʵ̔̐̓رՃ͝ࢀ͝ ̔ʵ̍ ̎̑̕  ্ਿ·Ͱ͝࿈བྷͩ͘さ͍ɻ
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不要不急の外出、ǽーǷȣȫディスタンス、ɤ݅をᢤけ、マスク必᪰で会話はჺ時間で切り上げるä。

ମ年� 月からこの׎をᙴったɭမ的パンデȟックは、障がいのある人や高齢者の暮らしを大きく変҄さ

せました。感௨を᧸ぐため、オンȩインをᬝ使したૼしい生活スタイȫが定ბし、思ってもみなかったႆ

見がある一方で、人とのƾれあいなしでは成り立たない社会活動がْߐのү機にືしています。

多くの市民活動や૨҄活動が中止やࡨ期にᡙい込まれ、その中には障がいのある人に必要な˷ୗや、

高齢者がフȬイȫ状態にᨋらないための交්も含まれています。こうした活動は決して「不要不急」では

なく、障がいのある人や高齢者の健全な生活に欠かすことのできない「必要不可欠」だという想いがあり

ます。

当法人では、感௨対ሊを࣋ࡁし、Ⴤからのۀᚠ事ಅ「඾ʁʟやまǏりט利用者とのおӐ達プȭジェクト（通

ᆅ）」や、このע؏には数少ない障がい者の居場所「エンパワ・ǵȭン」を開͵しています。

「おӐ達プȭジェクト」では、今年度11名の学生と� 名の利用者さんとの間で、のべ 40 回以上にわ

たる手ኡやȓデオ電話による交්を行い、利用者とのおӐ達関係がしっかりとఌ付きつつあります。「エ

ンパワǵȭン」の1� 月のクリスマス会には、障がいのある方 �名のご参ьがあり、S ネットスタッフと

一ደに、ǲームやട談をಏしみ、ಏ֥生๫ڌを聴きながら、手˺りのケーǭをいただきました。

彼らのᇰ᫊がこの活動を支えています。このコȭȊᅤの中でも、支援の必要な人たちの生活が生き生

きと᠗き続けること、それも当法人の大切な権利擁護活動だと感じているところです。

　不要不急の外出、ソーシャルディスタンス、三密を避け、マスク必須で会話は短時間で切り上げる…。
昨年2月からこの国を覆った世界的パンデミックは、障がいのある人や高齢者の暮らしを大きく変化
させました。感染を防ぐため、オンラインを駆使した新しい生活スタイルが定着し、思ってもみなかっ
た発見がある一方で、人とのふれあいなしでは成り立たない社会活動が崩壊の危機に瀕しています。

　多くの市民活動や文化活動が中止や延期に追い込まれ、その中には障がいのある人に必要な余暇や、
高齢者がフレイル状態に陥らないための交流も含まれています。こうした活動は決して「不要不急」で
はなく、障がいのある人や高齢者の健全な生活に欠かすことのできない「必要不可欠」だという想いが
あります。

　当法人では、感染対策を徹底し、県からの委託事業「津久井やまゆり園利用者とのお友達プロジェク
ト（通称）」や、この地域には数少ない障がい者の居場所「エンパワ・サロン」を開催しています。

　「お友達プロジェクト」では、今年度11名の学生と8名の利用者さんとの間で、のべ40回以上に
わたる手紙やビデオ電話による交流を行い、利用者とのお友達関係がしっかりと根付きつつあります。
「エンパワサロン」の12月のクリスマス会には、障がいのある方7名のご参加があり、Sネットスタッ
フと一緒に、ゲームや歓談を楽しみ、楽器生演奏を聴きながら、手作りのケーキをいただきました。

　彼らの笑顔がこの活動を支えています。このコロナ禍の中でも、支援の必要な人たちの生活が生き生
きと輝き続けること、それも当法人の大切な権利擁護活動だと感じているところです。
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